
□1 事業所内の施設において、事業所の従業員の児童のほか、地域の保育を必要
とする児童の保育を行います。設置の認可基準は、表紙裏面をご参照ください。

□2 事業所内保育事業は、事業主等の保育理念に基づいて、特色ある保育運営をして
います。

□3 対象となる児童は、原則生まれた日を含めて 58日目から 4月 1日現在 3歳未満
(認可保育園の 2歳児クラス)までですが、施設によっては異なります。

□4 保育料は世帯の住民税額により決定します。詳しくは(「保育利用のご案内」7-(2) 
保育料表)の地域型保育事業の表をご参照ください。

□5 卒園する児童に対し、認可保育所等の優先選考(「保育利用のご案内 P.29)や練馬
こども園(幼稚園)の早期選考(P.188～201)などの連携制度を設けています。

注 意 事 項
■ 受入れの年齢は、原則 2歳児クラスまでです。
■ 保育時間(施設でお預かりする時間)は、基本保育時間のうち、保育が必要な時間となり

ます。
■ 基本保育時間は、保育必要量が標準時間認定の場合は、11時間以内、短時間認定の場合

は、8 時間以内です。それぞれ基本保育時間を超えた部分は延長保育となり、延長保育
料がかかります。
※学齢や月齢で、基本保育時間が変わる場合がありますので、詳細は各施設にお問い合
わせください。

■ 延長保育は、施設によって対象年齢と実施時間が異なります。利用する場合は、内定後、
各施設へ直接申込みとなり、定員を設定している園では、入園と同時には、延長保育を
利用できないことがあります。延長保育の詳細については、各施設にお問い合わせくだ
さい。

■ 利用開始後、児童が施設に慣れるまでは、保育時間が短くなります。徐々に通常の保育
時間に延ばしていきますので、ご協力ください(慣れ保育)。

■ 休園日は、日曜日・祝休日・年末年始(12月 29日～1月 3日)です。
■ 給食の提供をしています(給食の費用は保育料に含まれています)。
■ アレルギーの対応は、園により異なります。事前に直接各園にご確認ください。
■ 施設によって、内定時の健康診断費用や園帽などの実費負担がかかる場合があります。
◇ 災害の発生等非常の場合は、休園または保育時間を短縮する場合があります。
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